
聖

籠

町

特

別

職

の

職

員

で

非

常

勤

の

も

の

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。
 

平

成

二

十

五

年

六

月

四

日

 

聖

籠

町

長

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

規

則

第

二

十

号

 

聖

籠

町

特

別

職

の

職

員

で

非

常

勤

の

も

の

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

聖

籠

町

特

別

職

の

職

員

で

非

常

勤

の

も

の

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

八

年

聖

籠

町

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

第

一

に

、

次

の

よ

う

に

加

え

る

。
 

六

十

 

国

際

交

流

検

討

委

員

会

委

員

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 


